
市民が真ん中検討委員会（第５回）

『市民参画の制度づくり』

2022年6月27日 今治市 市民参画課
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１．前回（第４回）の振り返り

・「市民の役割」について事務局が案を提示し、意見を出した。

→事務局案１と２を基に折衷した新案の作成を提案。

・「市の機関の役割、責務」について事務局が案を提示し、

意見を出した。

これまでの進捗状況は次頁のとおり。
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２．指針の目次（案）および進捗（第５回現在）

１．前文、前書き -------------------------------------------------------最後に作成

２．市民参画する「市民」について

（１）市民の定義 -------------------------------------------------------第２回議論、第３回確定

（２）市民の役割 -------------------------------------------------------第３・４回議論、今回まとめ

３．「市の機関」について

（１）市の機関の定義 -------------------------------------------------第３回議論、第３回確定

（２）市の機関の役割、責務-------------------------------------------第３回導入、第４回議論、今回まとめ

４．市民参画の対象

（１）市民参画の対象となる行政活動の種類---------------------今回導入、議論

（２）市民参画の対象となる行政活動の範囲基準---------------今回導入、議論

（３）例外規定

５．市民参画の手段

（１）市民が情報を得る手段

（２）市民が市政に意見を述べる手段

（３）市民参画の実施方法

６．その他
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３ .「市民の役割」の策定（前回事務局案１・２）
（案１）１．市民は、「市民が真ん中」の理念のもと、誰もが暮らしやすい今治市を創るため、市政の主体と

して積極的に参画します。

２．市民参画にあたって、市民は、個人や特定の一部の利益ではなく、広く全体の利益を考慮します。

３．市民は、市政に関する意見を、自由な立場で、自由に述べます。

４．市民は、お互いの立場の理解に努め、異なる意見を尊重します。

（案２）１．市民は、まちの主体であることに誇りと歓びを持って市政に参画し、自主的かつ自発的

に意見を述べるよう努めます。

２．市民参画にあたって、市民は、個人や特定の一部の利益のためでなく、みんなの利益のために、

誰もが暮らしやすい、より良い今治市を創ることを目標とします。

３．より良い今治市を創るため、（市と）市民は、「私」たちひとりひとりの自由な意見を集め、話

し合いの中で「私たち」みんなの意見を作ることを目指します。

４．（市と）市民は、自分と異なる立場の意見を否定することなく理解に努め、お互いの意見を尊重

し、民主的に市民参画を行います。
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「市民の役割」（案）の策定（前回まとめ）

市民の責務

（市民の成長）

今までの議論の

結果があらわれて

いる

市民の参画のあ

り方を取り入れて

いる

形式ばった言葉づ

かいが大事

誇りと歓びを

持ってが良くな

い

やわらかい表現

があるといい

変えることを伝

えること

権利と義務

今までの行政文

書的

あまり決めない

方がいい

変えることをい

やがる人もいる

・案２について

〇　　〇

市民の役割（案）

市

↓↑

自治会

　　市

自治会　+〇

案１について

案２について

前回の意見交換結果（一班）

（案１）

・あまり決めすぎない方

がいい

（案２）
・市民の参画のあり方を取
り入れている
・やわらかい表現でわかり
やすい
・変えることが伝わるのが
大事
・責務を負うことが成長に
繋がる

目指す社会：自治会に属さ
ない人も意見が言える社会、
市民の権利と義務・責任を
きちんと持って発言できる
ような成長につながる社会
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「市民の役割」（案）の策定（前回まとめ）

前回の意見交換結果（二班）

わかりやすい

（シンプル）

あたりまえの

表記である
２は書きすぎ

市民の役割（案）

案１の４がポイント

異なる意見を尊重し

ます

よろこびでない

市民参加もある

（ゴミ等）

案１　ＯＫ

創造力を働かせる

民主的

↓

少数派の意見も大事

にする！！

「市民が真ん中」

↓

あたりまえのことを

あえて前に出した

二班

案１について

案２について

（案１）
・創造力を働かせる余地があ
る
・少数の異なる意見も大事に
するという点が大事
・「市民が真ん中」をあえて
入れている
・シンプルでわかりやすい

（案２）
・制限を感じるため書きすぎ
ることで創造力がにぶる可能
性がある

課題：市民には権利もあり
果たすべき義務もあること
の伝え方、自治会への加入
を増やす工夫
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「市民の役割」（案）の策定（まとめ）

（案３）……案１の端的な文章に案２のやわらかな表現を交えたもの

１．市民は、「市民が真ん中」を合言葉に、まちの主体として積極的に市政に参画

し、自主的・自発的に意見を述べるよう努めます。

２．市民参画にあたって、（※市と）市民は、個人や特定の一部のためでなく、み

んなのために、誰もが暮らしやすい、より良い今治市を創ることを目指します。

３．市民は、市政に関する意見を、ひとりひとりが自由な立場で、自由に述べます。

４．（※市と）市民は、自分と異なる立場の理解に努め、お互いの意見を尊重し合

います。

※ 市と市民で共通する事項もあるため、後段の「市の責務」と合わせ、「市民と市の
役割」として整理することも考えられる。

前回終了後意見・・・「多数決の印象があるので民主的という言葉はあまりよくない」



４．市の機関の役割、責務

8

前回までの資料から再掲

• 「市民参画を実施するにあたって、市の機関がどのような役割を担い、何をする義務がある
か。」

• 市民が市民参画で役割を果たすために、市の機関は何をしなければならないか。

• 「市民が真ん中」の観点で、市民の声を市政に反映させるため、どういう姿勢で、何を大切に
するべきか。

明石市市民参画条例
第４条市長等は、市民に対して市民参画の機会を積極的
に提供し、市民参画を推進するものとする。
２ 市長等は、市民に対して市政に関する情報を積極的
に、かつ、分かりやすい形で提供し、市民との情報共有
に努めるものとする。
３ 市長等は、幅広い市民の意見等を的確に把握し、市
政に反映させるよう努めるものとする。
４ 市長等は、市政について適切かつ誠実に説明責任を
果たすよう努めるものとする。
５ 市長等は、市民参画に関する調査及び研究を行うと
ともに、市民参画に対する市民の意識を醸成するよう啓
発に努めるものとする。

高槻市市民参加に関する指針
２市
（１）組織としての対応
・市は、市民参加の取組に広範な市民が参加できるように、努力、
工夫を行うものとする。
・市は、市民参加の取組が全庁的に推進されるように、各部局が
情報を交換し、連携しながら市民参加の取組を進めるものとする。
・市は、職員研修などを通じて、職員の意識改革を促すとともに、
市民参加に関する学習の場の提供に努めるものとする。
（２）市職員としての姿勢
・市職員は、市民参加の意義等について理解を深めるため、研修
などを通じて、市民参加に関する学習の機会への参画に努めるも
のとする。
・市職員は、協働を通じて市民と交流することにより、市民参加
によるまちづくりの推進に向け、自らの意識改革に努めるものと
する。
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市の機関の役割、責務（前回提示素案）
１．市は、市民と対等な立場で、誠実に市民参画に取組みます。
２．市は、市政に対する市民の自由な発言を保証します。

①市と市民との関係性に関
すること。
※「市民の役割」に関する
議論も反映

３．市は、市民が積極的に市政に参画できるよう、市民参画の機会の提供
と、市民の意識の醸成に努めます。

⑤市の取組に関する事

４．市は、各部局が連携し、全庁的に市民参画を推進します。 ③市の組織の連携に関する
こと

５．市は、市民が市政について知り、判断し、参加することができるよう、

市政に関する情報を、さまざまな手段を活用して、わかりやすく発信するこ

とに努めます。また、市民参画の経過や結果についても、適切に市民と共有

します。

④情報発信に関すること。

６．市は、全ての職員が市民参画の意義を理解し、市民と共に取り組むこと

ができるよう、研修などを通じて市民参画についての知識と意識を深めます。

７．市職員は、それぞれが一人の市民の立場で、自由な立場で積極的に市政

に参画します。

②市職員の意識に関するこ

と。（自分ごと）



10

市の機関の役割、責務（前回まとめ）

スペシャリスト

ゼネラリスト

のバランス

みんなちがって

みんないい

本庁でＯＫ

支所では×

他の部署に

つなぐ力をつけ

る

プロジェクトチー

ム型の対応

（若手）

お互いを聞く

（対等とは）

市も市民も

そのための研修

がいる

対話力をつける

全庁へ

拡げる

チームで

対応する

できる方向で

考え方を整理する

市８０％民２０％

お願い行くので

はなく議論して

ボトムアップ型へ

場づくり

共創することが

できる

目指すべき姿が

表現されている

一班

市の機関の役割、責務

きれい事が

ならんでいる

聞く姿勢が問題

どうしたらできる

のかを

考えること

行政参加型へ

市長の発信力

+α

トップダウン型

だけではない

提案型へ

（住民の自治力

を育てる）

前回の意見交換結果（一班）

・意見を持ち寄って相談の場で
決めていけることが「対等な立
場」といえ、そこで市民参画の
機会の提供と市民の意識の醸成
に繋がってくる
・市も市民も研修したり成長す
ることが必要
・若手のＰ・Ｔが一翼を担えな
いか
・情報発信の内容を、市民の意
見を聞き共創型で作れたらいい
・職員の資質には差が出て当た
り前、そこを前提としてカバー
できること（他部署につなぐ、
チームで対応など）が大事
・市はゼネラリストにならざる
を得ない。スペシャリストの意
見を研修だけでなく連携という
形で
・ここでは将来目指すべき姿を
表現（住民提案・行政参加）



島

市・市民

お互い様

今治市民

今治らしさ

バリを使う

（なじみやすさ）

避難所の運営

市の機関の役割、責務

自分ごとにしてい

く！！

課題化

問題

二班

個々人が

自立している 市の「情報」の

考え方

メリット デメリット

行政にしか知り

えない情報の提

供

苦情にならない！

市民生活を豊かにす

る（パートナーシッ

プ）

事業企画 地域間のエゴ

「変革」するために

プロセス

しまなみ通行料

の調査、ＥＴＣ

の

情報開示へ

行政課題を解決

していける活動

（Ｐ．Ｔ）

市・市民

アウトプット

通行料を

どうするか

持ってくる 分配する

場を作る（保障） 自治

（住民の裁量）
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前回の意見交換結果（二班）

・企画段階から市民ととも
に作るまちづくりが大事だ
が、市民参画が後からにな
りがちでは
・暮らしの中の諸問題を課
題化して自分ごとにするこ
とにどう取り組むかがポイ
ント
・市民参画は、市民と市職
員がパートナーシップを組
むということ
・情報を活かすには市の職
員だけでなく住民力・市民
力向上が必要
・行政と市民の行政課題解
決Ｐ・Ｔなどあったら１つ
の成功で両者が成功体験で
きる
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・足りてない言葉、逆に余計な言葉はないか
・別の表現にした方がいい部分があるか
・今治らしさをどう表現？または今治市らしさが結実することを
目標としたものとして表現？指針（案）の他の部分で表現するこ
ともできるのでは？

「市の機関の役割、責務」
の素案に対して・・・

終了後意見 ・市の負担が一時的に増えるのはやむを得ないのでは

・失敗体験の時は市側が少し引き受ける必要があるのでは

・「できたらいい」ことと「やればできる」ことを分けて書くと
きれいごと感が減るかも
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（素案1・2）

１．市は、市民と対等な立場で、誠実に市民参画に取組みます。
２．市は、市政に対する市民の自由な発言を保証します。

①市と市民との関係
性に関すること。
※「市民の役割」に
関する議論も反映

・市と市民は対等に話し合うこと。
・市職員も市民であり、市と市民の役割は共通である。
・市と市民が共に学ぶこと。お互いに誠実であること。
・「誰かのせい」ではなく「みんなのせい」にできるようにすること。
・共創することができる
・どうしたらできるのかを考えること
・市民生活を豊かにするパートナーシップ
・聞く姿勢が問題／お互いを聞くこと

市の機関の役割、責務（素案再考）
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（素案3）

３．市は、市民が積極的に市政に参画できるよう、市民参画の機会
の提供と、市民の意識の醸成に努めます。

⑤市の取組に関する
事

・市が市民参画に対して積極的な取り組みを行うこと
・市民の意見を市政に反映させること
・調査研究
・市民参画の機会の提供
・市民の意見の醸成に努める
・スペシャリストとゼネラリストのバランス
・提案型（住民の自治力育成）と行政参加型の方向へ
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（素案4・5）

４．市は、各部局が連携し、全庁的に市民参画を推進します。
③市の組織の連携に
関すること

・市民参画の意識を「全庁的に」共有すること。
・縦割りや、どこかの部署の問題ではなく、「全庁的に」横ぐしをさして取り組むこと。
・他の部署につなぐ力をつける、チームで対応する
・本庁と支所でも同じ対応を

５．市は、市民が市政について知り、判断し、参加することができ

るよう、市政に関する情報を、適切な時期にさまざまな手段を活用

して、わかりやすく発信することに努めます。また、市民参画の経

過や結果についても、適切に市民と共有します。

④情報発信に関する

こと。

・市はわかりやすい言葉で、適切に、いろんな方法で情報発信をすること。
・事業のアウトプットをすること。経過や結果を市民に公表すること。
・行政が入手できる情報の提供
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（素案6・7）

６．市は、全ての職員が市民参画の意義を理解し、市民と共に取り

組むことができるよう、研修などを通じて市民参画についての知識

と意識を深めます。

７．市職員は、それぞれが一人の市民の立場で、自由な立場で積極

的に市政に参画します。

②市職員の意識に関

すること。（自分ご

と）

・担当者、支所と本庁などの差によって、知識や問題意識に差があってはいけない。
・市役所や市職員も自分事として取り組むこと。
・本庁と支所でも同じ対応を
・行政課題を解決していける活動（P.T）／問題→課題化→自分ごとに



５．市民参画の対象となる行政
活動の種類、範囲基準（導入）
• この委員会の目的は

「ハコ物」や大規模事業を決める前に市民の意見を聴く

ための制度づくり

• 市民が知らない間に新しい施設が建設されたり、大規模な事業が決定し

ていたりすることが問題である。

• 「大事なこと」の決定に、市民の意見が反映できるように。

「大事なこと」とは何か？ その規模は？
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Ｑ３．これまでの市の施策や事業などで、もっと市民の意見を反映させてほしいと思っ
たことはありますか。「ある」と答えた方の意見（概要）

• しまなみ海道の無料化や減免について。

• 新型コロナウイルス感染症対策に関すること。

• 医療、福祉、子育て支援などに関すること。

• 大学の誘致に関すること。

• サッカー場の建設や、陸上競技場の整備に関すること。

• 下水道や水道の整備や、水道料金に関すること。

• 旧郡部の活性化や観光振興に関すること。

• 障害のある方の生活や学習、就業支援に関すること。
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＜参考＞第一回資料
市民参画に関する市民アンケートの結果より



＜参考＞明治神宮外苑の樹木伐採問題（話題の提供）
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東京・明治神宮外苑地区の再開発
に伴う樹木の伐採計画。
都の審議会では承認されていたが、
公表後に計画見直しを求める5万
1536人分の署名が都に提出された。



＜参考＞大阪・関西万博ロゴ（話題の提供）
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大阪万博のロゴは一般の意見を基に選考委員会で選
考された結果、一番奇抜なものが採用された。
選考過程や一般の意見を集計した資料も、ホーム
ページで公開されている。
ネットの意見は「少し気持ち悪いが、テーマに合っ
ている」など、おおむね好評。
テーマ：「いのち輝く未来社会のデザイン」

ロゴを基にしたキャラクターも、同
様に一般の意見や選考過程がイン
ターネット上で公開されている。

公益社団法人２０２５年
日本国際博覧会協会事務局
https://www.expo2025.or.jp/

https://www.expo2025.or.jp/


市民参画の対象となる行政活動の種類（他市の事例）
（資料２参照）

他の自治体の制度で共通して見られる項目

・市政の基本的な計画の策定等

・市の基本的な方針や制度を定める条例

・市民に義務を課し、または権利を制限する条例の策定等

・市民の生活に大きな影響を及ぼすもの

……など

市民参画の対象となる事業の範囲基準を定めるべきか？

・対象人数、予算額、影響の範囲……など

＜意見交換＞フリートーク
・どのようなことを決める際に、市民の意見を反映させるべきか？

・どのくらいの規模であれば、市民参画を行うべきか？

・「これから生まれてくる次世代の子ども」「今治の応援者」「今治にご縁のある人」「今治を愛して
いる人」「今治にルーツがある人」などの納得も得られる形とは？
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第５回

市民が真ん中検討委員会
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794-0081 今治市別宮町１－４－１
今治市役所 市民参画課
市民が真ん中検討委員会事務局

電話 0898-36-1530 FAX 0898-32-5211（代表）
E-Mail siminsankaku@imabari-city.jp

E-Mail

次回は令和４年8月以降
の開催を予定しています。


